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平成２１年第１回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その１３）

区 分 件 名 概 要

予 算 １件
条 例 案 ５件 議案６件
その他議案 件
報 告 件
認 定 件
提 出 件
計 ６件

◎予算
（１件）

総務部 【１】平成 年度三重県一般会計補正予算（第７号）21
（緊急雇用・経済対策等にかかる補正予算）

◎条例案
（５件） 【２】

健康福祉部 三重県自殺対策緊急強化基 国から交付される地域自殺対策緊急強化交付金により、自
金条例案 殺対策を緊急に強化するため、三重県自殺対策緊急強化基金

を設置するものである。
（公布の日から施行）

（主な制定内容）

（ ）基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運1
用等について規定する。

（ ）平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。2
（ ）基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する3
金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 地域自殺対策緊急強化交付金の概要

全国の自殺者数は、平成１０年以降１１年連続で３万人を超えており、以降高い水準で推移してい

る。また近年の厳しい経済情勢を踏まえ、追い込まれた人に対するセーフティネットとして、地域に

おける自殺対策の強化が喫緊の課題であることから国は地域自殺対策緊急強化交付金を創設し、これ

を基に各都道府県において基金を造成し、自殺対策推進体制を整備する。

○ 三重県における自殺者の状況

平成１０年以降４００人前後で推移し、交通事故死亡者の２倍を超える状況が続いている。
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区 分 件 名 概 要

【３】
健康福祉部 三重県介護基盤緊急整備等 国から交付される介護基盤緊急整備等臨時特例交付金によ
つづき 臨時特例基金条例案 り、地域密着型介護老人福祉施設等の小規模福祉施設の基盤

整備の促進等を図るため、三重県介護基盤緊急整備等臨時特
例基金を設置するものである。

（公布の日から施行）

（主な制定内容）

( ) 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用1
等について規定する。

( ) 平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。2
( ) 基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する額3
を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の概要

地域の介護ニーズに対応するため、地域密着型サービスの整備に係る既存交付金（市町交付金）の

拡充を通じて、介護拠点等を緊急に整備するとともに、消防法施行令の改正によりスプリンクラーの

設置が義務付けられた施設について、スプリンクラーの設置に要する費用を助成する。

【４】
三重県介護職員処遇改善等 国から交付される介護職員処遇改善等臨時特例交付金によ
臨時特例基金条例案 り、介護職員の処遇の改善等を図るため、三重県介護職員処

遇改善等臨時特例基金を設置するものである。
（公布の日から施行）

（主な制定内容）

( ) 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用1
等について規定する。

( ) 平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。2
( ) 基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金3
額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 介護職員処遇改善等臨時特例交付金の概要

県民が安心して老後を迎えることができるようにするとともに、現下の厳しい雇用情勢の中で、介

護分野における雇用の創出、人材育成等につながるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資

金の交付等を実施する。
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区 分 件 名 概 要

【５】
健康福祉部 三重県社会福祉施設等耐震 国から交付される社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
つづき 化等臨時特例基金条例案 により、地震又は火災発生時に自力で避難することが困難な

者が入所する社会福祉施設等の安心及び安全を確保するた
め、三重県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を設置する
ものである。

（公布の日から施行）

（主な制定内容）

（ ）基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運1
用等について規定する。

（ ）平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。2
（ ）基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する3
金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金の概要

地震又は火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等の安心及び安全を

確保するため、社会福祉施設等の耐震化整備を行うこと及び消防法施行令の一部改正に伴い、スプリ

ンクラー設置が義務付けられた社会福祉施設等へのスプリンクラー整備を行うことを目的に、社会福

祉施設等耐震化等臨時特例交付金が交付される。

【６】
三重県安心こども基金条例 安心こども基金を活用した事業の実施期間の延長に伴い、
の一部を改正する条例案 規定を整備するものである。

（公布の日から施行）

（改正内容）
・事業の実施期間を平成２６年度まで延長する。


